
   大規模工作物等に係る四万十川条例許可基準の再検討【参考資料①】 

【１】浸水実績水位に対する安全な計画 
  （現状）                               （課題等）                     （方針案）⇒⇒⇒{改正}           ↑ 
   条文（本資料Ｐ２）以外、明記なし             ⇒河川区域内は河川法を遵守。        ※浸水実績に対する対策工を実施（規則に明記） 
                                      河川区域外の浸水実績に対する対策。   水位の把握方法：ハザードマップ・河川整備計画・聞き取  
                                                                  り・流量計算、余裕高の基準等を参考に記載。 

（水害のおそれが特に認められる場合は・・） 

（参考）堤防基準 
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（参考）余裕高基準 （参考）河川整備計画 

（流域図） 

（計画高水流量配分図） 
１／１００年 
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【２】排水計画 
  （現状）                               （課題等）                     （方針案）⇒⇒⇒ {改正}    ↑ 
   条文（本資料Ｐ２）、規則に工事中の濁水対策明記  ⇒工事中の沈砂地だけでなく、2次製品等  ※供用後の排水対策を明記（規則に明記） 
                   （沈砂地）             を用い、河川へ安全に排水させる対策。  県開発基準や市町土地環境保全条例等を例示。 

（水害のおそれが特に認められる場合は・・） 

施工に際し貯留施設を設置しない場合は、工事中における行為地下流域への影響を考慮し、降雨強度を60mm/hとして、滞留時間が30秒以上となる沈
砂池を設置することとし、これにより難い場合は、流末へ浸透桝を設置するなど、濁水対策を講ずること。 
ただし、採石法に基づき岩石を採取する場合は、採石災害防止技術委員会作成の採石技術指導基準書によるものとする。 

沈砂池の設置イメージ 

四季を通じて流水のある谷のイメージ 

年間を通して流水のある自然の谷がある場合は、行為地内の排水計画が、原則として現状の流域界を変更しないものであること。 

（参考）排水対策基準 

（現行）許可基準 
濁水対策・排水対策 
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【３】希少動植物調査 
  （現状）                               （課題等）                     （方針案）⇒⇒⇒{現行のとおり} 
   条文（本資料Ｐ２）、規則に重要な動植物の保全明記 ⇒動植物の調査方法など             既存の調査結果、新規調査（頻度等）個別案件で決定。      

行為地が、自然環境保全法第４条に基づく基礎調査｢自然環境保全基礎調査｣における特定植物群落の生育地1)と重複していないこと。 

※配慮要請項目（申請書及び許可書に明示） 
  1.0ha以上の大規模な行為を行う場合は、行為予定地において「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で指定さ

れた種、国又は高知県の「レッドデータブック」に登載される絶滅危惧種及び絶滅のおそれのある地域個体群が分布している可能性を検討
1)し、生息又は生育もしくはその可能性が高いと認められた場合は、その種の学識経験者に意見を聞くなど、保全への配慮が行われるよう
努めること。 

（現行）許可基準：生態系の保全・環境配慮項目 
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【５】施設の遮蔽 
  （現状）                               （課題等）                     （方針案）⇒⇒⇒ {改正} 
   条文（本資料Ｐ２）、規則に中高木の植樹明記      ⇒中木（１～３ｍ以上）の植樹が明記され  ※施設の遮蔽を明記（規則の景観保全の項目に追加） 
                                     ているが、景観の保全項目でなく、生態系  四万十市四万十川景観計画等との整合性。 
                                     の保全項目として定められている。        

（現行）許可基準：生態系の保全項目 

ア．周辺の土地利用を考慮し、中高木による緩衝帯を出入口を除く行為地境界線の内側に配置すること。 
イ．緩衝帯の面積（投影面積）が行為面積の２０％以上であること。 

面積20％以上 

緩衝帯 

行為 

行為地境界線 

住
宅
な
ど

 

山林 

道路・川など 

緩衝帯の配置例 

W1～W3：周辺の土地利用を考慮 
して決定する緩衝帯の幅 

W1 

W2 

W3 

＜定義＞ 
中高木：中木（1.0m～3.0m）以上の樹木 
面 積：面積は、投影面積とする 
緩衝帯：自動車交通や工場の操業などにより発生する騒
音、振動、排出ガスなどの影響を和らげる施設として、
幹線道路や自動車専用道路の外側に設置する植樹帯及び
側道などの環境施設帯、公害や災害の発生源と市街地を
分離遮断するために設ける緩衝緑地などを総じて緩衝帯
という。  
土地利用：商業地、居住地、学校、公園緑地、農地、山
林などの他、道路、河川なども含む 

（参考）四万十市四万十川景観計画 



   大規模工作物等に係る四万十川条例許可基準の再検討【参考資料⑥】 

（現行）許可基準：景観の保全項目 

撤去の場合にあっては、景観に配慮した跡地の整理の計画を定め、当該計画に基づく跡地の整理が適切に行うこと。 

（解説） 
 工作物の撤去後に、その残骸を放置するなど景観を著しく損なうことを防止する。 

（参考例） 

※定期的な点検等の維持管理。 
※故障時の適切な処理。 
※発電処理後の撤去・廃棄などの適切な処理。 
※撤去後の景観に配慮した跡地の整理。 

※計画の策定と実行 

【２】跡地の整理  
  （現状）                               （要検討項目）                  （方針案）⇒⇒⇒{改正} 
   撤去の場合の景観配慮                  ⇒維持管理や放置の課題            ※適切な維持管理や撤去・処分項目の追加           



清流・水辺・生き物回廊地区（回廊地区）は、四万十川の財産価値を決定する最も
重要な地区として、自然はそのまま残し、改変場所は、できる限り自然を復元する
ことを目指します。 

農地
道路 道路

回廊地区 

②土地形状変更 

①鉱物掘採・土石採取 ③建築物・工作物の建築等 

⑧看板等の設置 

⑥天然林の伐採 

⑦針葉樹の植樹 

⑨屋外における物品 
の集積または貯蔵 

回廊地区 

※申請地以外では目的を達成することが出来ないとみとめられるものに限る。 

 四万十川の景観を眺望する観光施設の建築行為等を想定し、申請地（回廊地区内）が最適地であり、流域の振興に資するものであると判断される場合は、別に定
める生態系と景観への配慮を規定した許可の基準を満足すれば許可することが出来る旨を規定したものである。 

④建築物の模様替え 

⑤建築物・工作物の色彩変更 

建築物 工作物

適用
されない行為

許可を
必要とする規

模

10m2以上
又は

高さ1.5mを超えるもの
１00m2以上

建築面積100m2以上
又は

高さ10ｍを超えるもの

10m2以上
又は

高さ1.5mを超えるもの

行為に係る部分の
面積の合計が

10m2以上のもの

行為に係る部分
の面積の合計が

10m2以上のもの
１00m2以上 １00m2以上 区域指定

10m2以上
又は

高さ1.5mを超えるもの

※
申請に係る場所
以外の場所におい
ては、目的を達成す
ることが出来ないと
認められるもの。

※
申請に係る場
所以外の場所
においては、目
的を達成するこ
とが出来ないと
認められるも
の。

※
建築物の新築の
行為は、申請に係
る場所以外の場所
においては、目的を
達成することが出来
ないと認められるも
の。

※
工作物の新築の
行為は、申請に係
る場所以外の場所
においては、目的を
達成することが出来
ないと認められるも
の。

※
申請に係る場
所以外の場所
においては、目
的を達成するこ
とが出来ないと
認められるも
の。

※
申請に係る場
所以外の場所
においては、目
的を達成するこ
とが出来ないと
認められるも
の。

※
申請に係る場
所以外の場所
においては、目
的を達成するこ
とが出来ないと
認められるも
の。

※
申請に係る場所以
外の場所において
は、目的を達成する
ことが出来ないと認
められるもの。

⑦針葉樹（ス
ギ・ヒノキ）の植

樹

⑧看板・広告板
等の設置

別に定める行為

⑨屋外において物
品を集積または貯

蔵

⑥天然林の伐
採

⑤建築物・工作物の
色彩の変更

色彩の変更にあっては、規則に定める
技術細目を明らかに満たす行為は除
外する。

①鉱物掘採・
土石採取

②土地の形状
変更

別に定める行為

③建築物・工作物の建築等
④建築物の外観の

模様替え

別に定める生態系と景観に配慮した許可基準を満たすこと

許可の基準

行為
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景観保全・森林等資源活用地区（保全活用地区）は、回廊地区と一体と 
なって、流域の価値を決定する地区として、景観の保全と森林・農地など 
の活用と調和を図って行くことを目指します。 

農地
道路 道路

保全活用地区 

②土地形状変更 

①鉱物掘採・土石採取 

③建築物・工作物の建築等 

⑧看板等の設置 

⑨屋外における物品 
の集積または貯蔵 

保全活用地区 

保全活用地区 

※行為区域が重点地域に接したり一部入っている場合は、重点地域内の行為面積が上記の許可を要する 規模に該当する
場合のみ許可申請を行うものとする。 
 許可申請時には、重点地域外の行為についても、許可基準の趣旨に沿って、生態系と景観に配慮するよ う要請を行う。 

④建築物の模様替え 

⑤建築物・工作物の色彩変更 

建築物 工作物

適用
されない行為

許可を
必要とする規

模

1,000m2以上
又は

高さ3.0mを超えるもの
1,000m2以上

建築面積100m2以上
又は

高さ10ｍを超えるもの

築造面積1000m2以上
又は

高さ5.0mを超えるもの

行為に係る部分の
面積の合計が

10m2以上のもの

行為に係る部分
の面積の合計が

10m2以上のもの
区域指定

1000m2以上
又は

高さ3.0mを超えるもの

許可の基準
別に定める生態系・景観への配慮を
規定した許可基準を満たすものであ
ること

⑥天然林の伐
採

別に定める行為別に定める行為

別に定める生態系・景観への配慮を規定した許可基準を満たすものであること

色彩の変更にあっては、規則に定める
技術細目を明らかに満たす行為は除
外する。

④建築物の外観の
模様替え

⑤建築物・工作物の
色彩の変更

①鉱物掘採・
土石採取

③建築物・工作物の建築等
②土地の形状

変更

⑨屋外において物
品を集積または貯

蔵

⑦針葉樹（ス
ギ・ヒノキ）の植

樹

⑧看板・広告板
等の設置

行為


